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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月23日(2020.12.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明において、
　前記車両制御部は、乗員が前記ステアリングホイールを把持する必要がある第１制御状
態と、乗員が前記ステアリングホイールを把持する必要がない第２制御状態と、で前記自
車両の制御を行い、前記第２制御状態から前記第１制御状態に遷移する際に前記把持要求
を行い、
　前記把持判定部は、判定レベルの変更後に前記自車両の走行時間が所定時間に達した場
合、または、前記自車両の走行距離が所定距離に達した場合に、前記特定領域に位置する
前記把持センサに対応する判定レベルを、把持という判定をしやすくし非把持という判定
をしにくくするように変更してもよい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　車両制御部３８は、乗員がステアリングホイール７０を把持する必要がある第１制御状
態（半自動運転状態、通常運転状態）と、乗員がステアリングホイール７０を把持する必
要がない第２制御状態（自動運転状態）と、で自車両１０の制御を行い、第２制御状態か
ら第１制御状態に遷移する際に把持要求を行う。把持判定部３６は、判定レベルの変更後
に自車両１０の走行時間が所定時間に達した場合、または、自車両１０の走行距離が所定
距離に達した場合に、特定領域８０に位置する把持センサ１６に対応する判定レベルを、
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把持という判定をしやすくし非把持という判定をしにくくするように変更する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
　請求項１に記載の車両制御装置において、
　前記車両制御部は、乗員が前記ステアリングホイールを把持する必要がある第１制御状
態と、乗員が前記ステアリングホイールを把持する必要がない第２制御状態と、で前記自
車両の制御を行い、前記第２制御状態から前記第１制御状態に遷移する際に前記把持要求
を行い、
　前記把持判定部は、判定レベルの変更後に前記自車両の走行時間が所定時間に達した場
合、または、前記自車両の走行距離が所定距離に達した場合に、前記特定領域に位置する
前記把持センサに対応する判定レベルを、把持という判定をしやすくし非把持という判定
をしにくくするように変更する
　ことを特徴とする車両制御装置。
【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】



(3) JP 2019-142388 A5 2021.2.12

【図１】

【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】
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